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義務履行状況画面の見方について

東京都環境局

２０２２年６月

(1) 総量削減義務と排出量取引システム

(2) 義務履行状況の確認に使用するユーザーＩＤ

(3) 義務履行状況照会画面へのアクセス方法

(4) 義務履行状況照会画面の見方

(5) 第３計画期間の義務履行期限について



 クレジットの量や取引履歴などの情報を記録し、管理する電子システムです。
 インターネットを通じて、Webブラウザ上で操作することが可能です。
 口座開設者は、自らの事業所の義務履行状況のほか、開設した口座に記録されて
いるクレジットの量や取引履歴などを参照することができます。

 利用時間：開庁日（土日、祝日を除く。）9:00から18:00まで
 利用料：無料

（1）総量削減義務と排出量取引システム
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https://www9.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/

https://www9.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/


（２）義務履行状況の確認に使用するユーザーＩＤ
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ユーザーIDの
種類

ユーザーIDを
持っている人
（利用者区分）

できること 通知方法

①指定管理口座の
口座名義人用

（口座簿利用者番号）

指定管理口座の
口座名義人

・口座情報の参照
・義務履行状況の参照

通知書
（郵送）

②一般管理口座の
口座名義人用

（口座簿利用者番号）

一般管理口座の
口座名義人

・口座情報の参照
・クレジット振替の移転実行他

通知書
（郵送）

③指定管理口座の
連絡先担当者用

指定管理口座の
連絡先担当者

・メッセージ交換機能の利用 メール

④一般管理口座の
連絡先担当者用

一般管理口座の
連絡先担当者

・メッセージ交換機能の利用 メール

⑤事業所の連絡先
担当者用

事業所の連絡先
担当者

・メッセージ交換機能の利用
・計画書ダウンロード機能等の利用

メール

指定管理口座名義人用のユーザーID（口座簿利用者番号）を使用します
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（３）義務履行状況照会画面へのアクセス方法

トップページ

通知書に記載された口座簿利用者番号（ユーザーID）でログインしてください

●環 都 総 第 ●●●号

令和 ●年 ●月 ●日

株式会社　●●●●●●

総支配人　●●●　●●●　殿

東 京 都 知 事

　都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第５条の21第４項の規定により次の

とおり管理口座を開設したので、同条第５項の規定により通知します。

事業所の

名　　称

事業所の

所 在 地

指定番号

●●●●●●●●

　総量削減義務と排出量取引システムのログイン画面

にて、ユーザーID欄に上記口座簿利用者番号を、パス

ワード欄に上記暗証番号をそれぞれ入力してくださ

い。

管理口座開設通知書

口 　　座　 　番　 　号

口 座 簿 利 用 者 番 号

暗　 　証　　 番　 　号

備　　　　　　　　　考

●●●-●●●-●●●●-●

●●●●●●●●●●

口 座 に 係 る

指  定  地  球

温 暖 化 対 策

事業所の情報

（指定管理口

座に限る。）

管 理 口 座 の 種 類 指定管理口座

株式会社　●●●●●●

●●区●●●丁目●●番●●号

●●●●

ログイン画面 指定管理口座
情報照会画面

東京都環境局からお知らせします。
東京都環境局総量削減義務と排出量取引システム担当者用ユーザ
ID・パスワードを以下の内容で発行しました。
今後は、電子メールを使わずに東京都へのお問合せ及びメッセージ
交換履歴等の閲覧をシステム上で行うことができるようになりました。
次のユーザID・パスワードでログインしてご活用ください。
・指定管理口座番号/一般管理口座番号 ： 〇〇〇〇
・利用者区分 ： 指定管理口座連絡先担当者
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※「暗証番号（パスワード）」
口座開設時に通知のあった暗証番号を入力
・初回ログイン時は、初回「パスワード変更情報入力」画面が表示
・２回目以降は、変更したパスワードを使用してログイン

https://www9

.kankyo.metro

.tokyo.lg.jp/

システムログイン
URL

口座簿利用者番号と暗証番号を紛失した場合等は、
「口座簿利用者番号等通知申請書」の提出により再
発行する必要があります。
大切に保管してください。

https://www9.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/
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（４）義務履行状況照会画面の見方：義務達成（超過）の場合

6 義務履行画面の見方について

5年間の排出量確定、超過削減量発行前 超過削減量発行後

超過削減量の発行により
1,550t-CO2に変更

超過削減量の発行によ
り0t-CO2に変更

超過削減量の発行により
1,550t-CO2に変更

超過削減量の発行により
0t-CO2に変更

超過削減量発行

①

②

③

④

削減義務達成
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（４）義務履行状況照会画面の見方：不足の場合

バンキング（500t-CO2）と
取引（600t-CO2）により
不足量を充当

義務充当により
0t-CO2に変更

バンキングしたクレジットの
使用により0t-CO2に変更
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5年間の排出量確定、義務履行前 取引・義務履行後

義務充当

①

②

③

600t-CO2（排出量取引により取得）：一般管理口座から指定管理口座への移転手続時に自動で義務充当
500t-CO2 （第２期クレジット）：義務履行期限の30日前に自動で義務充当

削減不足
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（５）第３計画期間の義務履行期限について

6 義務履行画面の見方について

第三計画期間の義務履行期限

2026年（令和8）年9月末日※1

※１ 2025(令和7）年4月3日以降に第三計画期間の義務履行状況確定があった事業所においては、確定から180日以内

別途通知書でお知らせいたします。

第二計画期間に創出された超過削減量をはじめとする
クレジット等の有効期限

2026年（令和8）年9月末日※2

※2 有効期限を過ぎると抹消されます。



「総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口」では、
排出量取引に関する相談をお受けしています。
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相談窓口にお気軽にご相談ください！！

＜総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口＞
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

東京都庁第二本庁舎２０ 階南側

TEL ：03-5388-3438
Email： ondanka31@kankyo.metro.tokyo.jp （制度全般に関係するご質問）

torihiki@ml.metro.tokyo.jp（取引制度・クレジットの無効化に関するご質問）

口座の開設、取引に関する申請手続
クレジットの取引方法
会計税務の取扱い
クレジットの無効化に関すること
その他排出量取引に関すること


